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総合事業窓口対応マニュアル 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）とは 

 

  介護保険法第 115条の 45第１項に規定されており、 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実さ

せることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援

等を可能とすることを目指すものです。 

 

２ 周南市の総合事業及び対象者 

  

 周南市では、以下の事業を実施します。今後は地域の実情に応じて多様なサービスを、一般介護予防事

業の充実とあわせて高齢者等地域住民の力を活用し、環境の整備も同時に進めていきます。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※については、現行相当サービスです 

 

 

  その他にも、生活支援体制整備事業、認知症施策総合推進事業等を実施し、多様な生活支援の充実や

地域における支え合いの体制づくりを行っていきます。 

 

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業 

【対象者】 

①要支援者  

②事業対象者 

基本チェックリストに該当し、介護予防ケアマネ 

ジメント依頼（変更）届出書を市に提出した人 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

総合事業訪問介護※   

自立支援訪問介護   

地域支え合い訪問介護 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

総合事業通所介護※   

自立支援通所介護   

地域支え合い通所介護 

介
護
予
防
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

ケアマネジメントＡ※  

ケアマネジメントＢ  

ケアマネジメントＣ  

 

 

【対象者】 

 65歳以上の全ての者及びその支援の 

 ための活動に関わる者 

 

介護予防把握

事業 

閉じこもり等の支援を要

する者の把握・支援 

介護予防 

普及啓発事業 

いきいき百歳体操支援 

介護予防教室、講演会等 

地域介護予防

活動支援事業 

ボランティア養成講座 

ふれあいいきいきサロン

機能訓練事業等 

地域リハビリ

テーション 

活動支援事業 

住民主体の通いの場や地

域ケア会議等へのリハ職

等による助言等 
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３ 受付窓口の心得 

 

・受付では、対象者のサービス意向と身体状況に合わせて、介護保険申請が必要か、または総合事業の 

申請（基本チェックリストの実施）が必要かを判断します。 

・介護保険の利用は、あくまでも本人の自立のための利用であることを理解し、申請の必要性につい

て、ご判断ください。 

・総合事業利用について、対象者に混乱がないよう丁寧な説明をお願いします。 

・判断に迷う場合は、最寄りの地域包括支援センターまたは地域福祉課にご相談ください。 

 

４ 申請の流れ 

 

（１）事業対象者決定までの流れ（新規用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

依
頼
（
変
更
）
届
出 

利 

用 

者 

市
の
窓
口
に
相
談 

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

要
介
護
認
定
申
請 

認
定
調
査 

医
師
の
意
見
書 

要 

介 

護 
認 
定 

事業対象者 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

要支援１ 
要支援２ 

非該当 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画 

介
護
予
防 

サ
ー
ビ
ス
計
画 

介
護
予
防 

 
 
 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

○施設サービス 

・特別養護老人ホーム 
・介護老人保健施設 
・介護療養型医療施設 

○居宅サービス 
・訪問介護 ・訪問看護 
・通所介護 ・短期入所 など 

○地域密着型サービス 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
・小規模多機能型居宅介護 

・夜間対応型訪問介護 
・認知症対応型共同生活介護 など 

○介護予防サービス 
・介護予防訪問看護 
・介護予防通所リハビリ 

・介護予防居宅療養管理指導 など 
○地域密着型介護予防サービス 
・介護予防小規模多機能型居宅介護 

・介護予防認知症対応型通所介護 など 

○介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 
・通所型サービス 
 

○一般介護予防事業 
  (※全ての高齢者が利用可) 
・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業 
・地域リハビリテーション活動支援事業など 

介
護
給
付 

予
防
給
付 

総
合
事
業 

※明らかに要介護認定が必要 

な場合 

※予防給付や介護給付による 

サービスを希望している場合 等 

※明らかに介護予防・生活支援サービス 

事業の対象外と判断できる場合 

※予防給付を利用 

※事業のみ利用 

介
護
保
険
の
申
請
案
内
基
準 

①窓口に相談に来られた際は、なぜ来所されたかの理由についてその主訴を聞き、 

介護保険の申請が必要かどうかを判断します。      ⇒「介護保険の申請案内基準」を記入 

 

②要介護認定の必要性が低いと判断したが、介護予防・生活支援サービス事業の利用が望ましいと 

思われる場合、窓口で基本チェックリストを実施します。 ⇒「基本チェックリスト」を記入 

   

③基本チェックリストで基準に該当した方が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合、 

 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書を記入します。 

            ⇒「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」 

                              の記入 
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（ 

（２）事業対象者決定までの流れ（更新用） 

   

要支援認定者については、更新申請の必要性について判断します。 

  第２号被保険者は介護予防・生活支援サービス事業の利用、予防給付の利用のいずれの場合も、要支

援認定が必要です。基本チェックリストで判断することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※要介護認定等申請において非該当になった場合で、介護予防・生活支援サービス事業を利用する場

合は、基本チェックリストの基準に該当し、事業対象者となる必要があります（第２号被保険者を

除く） 

  基本チェックリストの結果、どの基準にも該当しなかった場合には、介護予防ケアマネジメントは

受けずに、一般介護予防事業等の利用を案内することになります 

 

 

 

 

 

（３）事業対象者について 

 

 事業対象者とは、65 歳以上の者で、「基本チェックリスト」に該当し、介護予防ケアマネジメント依

頼（変更）届出書を市に提出した者をいいます。 

 

  

 ※事業対象者には有効期間がありませんので、更新手続きなどは不要です 

 

 

 

 

 
予防給付のみ利用 
（または予定） 

 

 
要支援者（65歳以上） 

 

 
予防給付と介護予防・生活支援サービス

事業の両方を利用 
（または予定） 

 

 
介護予防・生活支援サービス

事業のみ利用 
（または予定） 

 

 
更新申請が必要 

 
基本チェックリストが必要 
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（４）事業対象者の相談から介護予防ケアマネジメントまでの流れ  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）相談 

 
利用者は窓口（市・地域包括支援センター等）に相談します。 

他圏域の相談者が窓口に事業対象者として申請に来られた場合は、当該圏域地域包括支援セン

ターに申し送りを行う旨を確認して受付を行います。 

 

(2)聞き取り 

 
利用者より、相談の目的や必要と考えているサービスを聴き取ります。窓口担当者は、サービ

ス事業、要介護認定等の申請、一般介護予防事業について説明を行います。 

 介護保険の申請が必要かどうかは、「介護保険の申請案内基準」で判断します。 

(3)総合事業の説明 

 
 総合事業の目的や内容、メニュー、手続き等のほか、以下についても説明します。 

  ※市で総合事業ちらし、介護予防サービスガイドを作成する予定です 

   

①介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省 

略して基本チェックリストを用いて事業対象者とし、迅速なサービスの利用が可能である 

こと 

  ②事業対象者となった後や、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスを利用し始め

た後も、必要な時は要介護認定等の申請が可能であること 

 

  ※予防給付（訪問看護や福祉用具貸与等）を希望している場合等は、要介護認定等の申請に

つなぎます 

  ※第２号被保険者は、要介護認定等申請を行います 

(4)基本チェックリストの実施 

 
 実施に際しては、「基本チェックリストの考え方」に基づき、質問項目の趣旨を説明しながら、

本人等が記入します。 

  

 (5)基本チェックリストの基準に該当しているかの確認 

 
 基本チェックリストの実施により、基準に該当しているかどうかを確認します。  

 

(6)基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書の提出 

 
 地域包括支援センター等は、基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届

出書を市に提出します。市は、基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届

出書を受理し、被保険者証を発行します。 

  (7)介護予防ケアマネジメントの実施 

 
 利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、その心身の状況等に応じて、その選択に基づ

き、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から援助を行います。 

  

 



7 

 

（５）新規に事業対象者となる場合の相談から介護予防ケアマネジメントまでの流れ 

    

  新規で事業対象者となる場合は、原則として窓口（周南市・地域包括支援センター）が利用者の相

談を受け付けます。 

 

 居宅介護支援事業所が相談を受け付けた場合、必ず地域包括支援センターに連絡し、基本チェックリ

ストと介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書は、必ず地域包括支援センターに提出してくださ

い。 

 

   

【地域包括支援センターで受け付けた場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者 周南市 地域包括支援センター 

(1)相談 (2)聞き取り 

(3)総合事業の説明 (4)基本チェックリスト 
の実施 

(5)基本チェックリストに該当している 
 かの確認  
 
 ※非該当者は、一般介護予防事業等 

を紹介 

 
(6)介護予防ケアマネジ 

メント依頼（変更） 
届出書の提出 
 

基本チェックリスト・ 
介護予防ケアマネジメント 
依頼（変更）届出書（原本） 
の受理 
⇒事業対象者として登録 
 
被保険者証の発行 

被保険者証の受け取り  (7)介護予防ケアマネジメントの実施 
  ※居宅介護支援事業所に委託する 

場合、地域包括支援センターから 
書類送付 
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（６）要支援者が事業対象者となる場合の相談から介護予防ケアマネジメントまでの流れ 

 

要支援者が更新せずに、事業対象者となる場合、窓口（市、地域包括支援センター、居宅介護支援

事業所）が利用者の相談を受け付けます。 

また、要介護者が更新して要支援者または事業対象者となり、介護予防・生活支援サービス事業の

み利用する場合も同様の流れとなります。 

 

居宅介護支援事業所が基本チェックリストと介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書を利用者

に記入してもらう場合、必ず地域包括支援センターに提出してください。 

 

 

【居宅介護支援事業所で受け付けた場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１）要支援者が、予防給付から介護予防・生活支援サービス事業に移行する際は、要支援者である

ことは変わらず、ケアマネジメントを実施する地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）も

変わらないため提出は不要です 

  

 

利用者 周南市 居宅介護支援事業所 

(1)相談 (2)聞き取り 

(3)総合事業の説明 (4)基本チェックリスト 
の実施 

(5) 基本チェックリストに 
該当しているかの確認  

 
  

 

 
(6)介護予防ケアマネジ 

メント依頼（変更） 
届出書の提出※１ 
 

 
基本チェックリ 
スト・介護予防 
ケアマネジメン 
ト依頼（変更 
）届出書（原本）
の受け取り 
 

 
基本チェックリ 
スト・介護予防 
ケアマネジメン 
ト依頼（変更） 
届出書（原本） 
の受理 
⇒事業対象者と 
して登録 

 
被保険者証の発行 

(7)介護予防ケア
マネジメント
の実施 

   
 

地域包括支援 
センター 

被保険者証の受け取り 

委託を受ける場合、 
地域包括支援センター 
から書類送付 
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５ 基本チェックリスト 

 

（１）基本チェックリスト実施における注意点 

 

◎本人等が記入する 

「基本チェックリストについての考え方」に基づき、質問項目の趣旨を説明しながら、本人等に記入

してもらってください。本人等の記入が難しい場合は、市・地域包括支援センター等が聞き取り、記入

します。 

「できる、できない」ではなく、日常的に「やっている、やっていない」の状態を記入します。 

※基本チェックリストの実施日は被保険者証に印字されるため、記入されていることを必ず確認して 

 ください 

 

◎家族等の来所による相談の場合 

  本人や家族が行ったものに基づき、地域包括支援センター等が本人の状況を確認するとともに、事業

の説明等を行い、適切なサービスの利用につなげてください。 

 

◎居宅介護支援事業所等からの代行の場合 

  代行による基本チェックリストの提出も可としますが、本人が来所出来ない場合（家族等の来所）と

同様の扱いとします。 

 

◎対応は事務職でも可能 

  基本チェックリストを実施してもらう場合、適切に対応することを前提に必ずしも専門職でなくても

かまいません。 

 

 

（２）基本チェックリストの再実施について 

 

本人の状態変化に応じて、一般介護予防事業へ移行した後や、一定期間介護予防・生活支援サービス事

業の利用がなかった後に、改めてサービス利用の希望があった場合は、必要に応じて再度基本チェックリ

ストを行います。 

※要介護認定等の申請が必要と判断した場合は、要介護認定等申請を行います 
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６ 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書について 

  

担当地区の地域包括支援センターから介護予防ケアマネジメントを受けることについて確認し、「介護

予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」に記入してもらいます。 

※介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書の届出年月日が事業対象者の有効開始日になり、被保険

者証に印字されるため、記入されていることを必ず確認してください 

 

介護予防ケアマネジメントの依頼は、基本的に利用者から市に提出しますが、本人の代理として家族や

地域包括支援センター等から提出することもできます。 

介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）を変更するときは、

変更年月日を記入のうえ、必ず周南市へ届け出てください。 

 

（１）新規の場合の必要な届出書 

 

区分 必要な届出書 

要支援者 

介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書 

ただし、介護予防・生活支援サービス事業のみ利用することが明らかに 

分かっている場合は、介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

事業対象者 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

（２）変更の場合の必要な届出書 

 

区分変更 

必要な届出書 

前 後 

要介護者 
要支援者 

介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書 

ただし、介護予防・生活支援サービス事業のみ利用することが明らかに 

分かっている場合は、介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

事業対象者 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

要支援者 要支援者 届出書は不要 

要支援者 事業対象者 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 
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【参考】 

 

  総合事業を実施するにあたり、周南市に居住しているものの、「住民登録地」や「介護保険の保険者」

が周南市ではない場合には、介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書の提出先が変わりますので、

つぎのとおり取り扱いに留意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周南市    他市町村 
 介護保険被保険者証の住所 

   （住民登録地） 

 

  他市町村 

    

介護保険の保険者 

介護予防ケアマネジメント 

依頼届出書⇒周南市に提出 

   周南市 

介護予防ケアマネジメント 

依頼届出書⇒他市町村に提出 
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介護保険の申請案内基準  
 

下記の内容に１つでも☑がつけば、介護保険の申請を案内してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 杖をついたり、歩行器を使用しても一人で歩くことができない場合 

  （車いすに乗っている、寝たきりであるなど） 

□ 認知症の悪化により日常生活に支障をきたしており、介護を必要と

する場合 

  （買う品物を忘れてしまうため、必要な物を一人で購入することができないなど） 

□ 入浴や体を洗う行為が一人でできないために、清潔を保つためのサ

ービス利用を目的とする意向が強い場合 

□ 服薬や病気の管理のために訪問看護サービスの利用目的がある場合 

□ 自宅での移動や外出、浴槽が深いなどの理由から住宅改修や手すり

等の設置が必要な場合や福祉用具のレンタルや購入の希望が明確な

場合 

□ 家族の介護力の問題で、長期間の預かりの場を求めている場合 

□ その他  

（介護保険の申請を強く希望される方、デイサービスやホームヘルプ以外の介護予防サ 

ービスの利用希望がある方など） 

 

本人の主訴（                      ） 
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表 
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裏 
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基本チェックリストについての考え方 

【共通事項】 

①対象者には、各質問項目の趣旨を理解していただいた上で回答してもらってください。それが適当な

回答であるかどうかの判断は、基本チェックリストを評価する者が行ってください。 

②期間を定めていない質問項目については、現在の状況について回答してもらってください。 

③習慣を問う質問項目については、頻度も含め、本人の判断に基づき回答してもらってください。 

④各質問項目の趣旨は以下のとおりです。各質問項目の表現は変えないでください。 

 

 質問項目 質問項目の趣旨 

１～５の質問項目は、日常生活関連動作について尋ねています。 

１ バスや電車で１人で外出してい

ますか 

家族等の付き添いなしで、1 人でバスや電車を利用して外出し

ているかどうかを尋ねています。バスや電車のないところでは、

それに準じた公共交通機関に置き換えて回答してください。な

お、１人で自家用車を運転して外出している場合も含まれます。 

２ 日用品の買い物をしていますか 自ら外出し、何らかの日用品の買い物を適切に行っているかど

うか（例えば、必要な物品を購入しているか）を尋ねています。

頻度は、本人の判断に基づき回答してください。電話での注文

のみで済ませている場合は「いいえ」となります。 

３ 預貯金の出し入れをしています

か 

自ら預貯金の出し入れをしているかどうかを尋ねています。銀

行等での窓口手続きも含め、本人の判断により金銭管理を行っ

ている場合に「はい」とします。家族等に依頼して、預貯金の

出し入れをしている場合は「いいえ」となります。 

４ 友人の家を訪ねていますか 友人の家を訪ねているかどうかを尋ねています。電話による交

流や家族・親戚の家への訪問は含みません。 

５ 家族や友人の相談にのっていま

すか 

家族や友人の相談にのっているかどうかを尋ねています。面談

せずに電話のみで相談に応じている場合も「はい」とします。 

６～10の質問項目は、運動器の機能について尋ねています。 

６ 階段を手すりや壁をつたわらず

に昇っていますか 

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかどうかを尋ねて

います。時々、手すり等を使用している程度であれば「はい」

とします。手すり等を使わずに階段を昇る能力があっても、習

慣的に手すり等を使っている場合には「いいえ」となります。 

７ 椅子に座った状態から何もつか

まらずに立ち上がっていますか 

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているかど

うかを尋ねています。時々、つかまっている程度であれば「は

い」とします。 

８ 15 分位続けて歩いていますか 15分位続けて歩いているかどうかを尋ねています。屋内、屋外

等の場所は問いません。 

９ この１年間に転んだことがあ

りますか 

この１年間に「転倒」の事実があるかどうかを尋ねています。 

10 転倒に対する不安は大きいで

すか 

現在、転倒に対する不安が大きいかどうかを、本人の主観に基

づき回答してください。 

11・12の質問項目は、低栄養状態かどうかについて尋ねています。 

11 ６ヵ月で２～３㎏以上の体重

減尐がありましたか 

６ヵ月間で２～３㎏以上の体重減尐があったかどうかを尋ねて

います。６ヵ月以上かかって減尐している場合は「いいえ」と

なります。 

12 身長、体重 身長、体重は、整数で記載してください。体重は１カ月以内の

値を、身長は過去の測定値を記載して差し支えありません。 

 



16 

 

13～15の質問項目は、口腔機能について尋ねています。 

13 半年前に比べて固いものが食

べにくくなりましたか 

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかどうかを尋ねて

います。半年以上前から固いものが食べにくく、その状態に変

化が生じていない場合は「いいえ」となります。 

14 お茶や汁物等でむせることが

ありますか 

お茶や汁物等を飲む時に、むせることがあるかどうかを、本人

の主観に基づき回答してください。 

15 口の渇きが気になりますか 口の中の渇きが気になるかどうかを、本人の主観に基づき回答

してください。 

16・17の質問項目は、閉じこもりについて尋ねています。 

16 週に１回以上は外出していま

すか 

週によって外出頻度が異なる場合は、過去１ヵ月の状態を平均

してください。 

17 昨年と比べて外出の回数が減

っていますか 

昨年の外出回数と比べて、今年の外出回数が減尐傾向にある場

合は「はい」となります。 

18～20の質問項目は認知症について尋ねています。 

18 周りの人から「いつも同じ事を

聞く」などの物忘れがあると言

われますか 

本人は物忘れがあると思っていても、周りの人から指摘される

ことがない場合は「いいえ」となります。 

19 自分で電話番号を調べて、電話

をかけることをしていますか 

何らかの方法で、自ら電話番号を調べて、電話をかけているか

どうかを尋ねています。誰かに電話番号を尋ねて電話をかける

場合や、誰かにダイヤルをしてもらい会話だけする場合には「い

いえ」となります。 

20 今日が何月何日かわからない

時がありますか 

今日が何月何日かわからない時があるかどうかを、本人の主観

に基づき回答してください。月と日の一方しか分からない場合

には「はい」となります。 

21～25の質問項目は、うつについて尋ねています。  

21 （ここ２週間）毎日の生活に充

実感がない 

ここ２週間の状況を、本人の主観に基づき回答してください。 

22 （ここ２週間）これまで楽しん

でやれていたことが楽しめな

くなった 

23 （ここ２週間）以前は楽に出来

ていたことが今ではおっくう

に感じられる 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ

人間だと思えない 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れ

たような感じがする 
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介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

区  分 

新規 ・ 変更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ   
          

 
生 年 月 日 性 別 

明・大・昭 

   年    月    日 
男 ・ 女 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター 

地域包括支援センター名  地域包括支援センターの所在地 〒 

  

 

電話番号   (   )       

介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者 
※居宅介護支援事業者が介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入して下さい。 

居宅介護支援事業所名  居宅介護支援事業所の所在地 〒 

 

 

 

 

電話番号   (   )       

地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等 

※変更する場合のみ記入してください。 

 

                      変更年月日 

（平成    年   月   日付） 

周南市長 様 

  上記の地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）に介護予防ケアマネジメントを依頼すること

を届け出します。 

 

  平成   年   月   日 

被保険者 
住 所 

氏 名                  
電話番号  (   ) 

確認欄 

□ 被保険者証資格 □ 届出の重複 

□ 地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）番号  

            

（注意）１ この届出書は、介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所等が決まり次第速やかに周南市へ提出 

してください。 

２ 介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）を変更すると

きは、変更年月日を記入のうえ、必ず周南市へ届け出てください。 

届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。 

   ３ 住所地特例の対象施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村の窓口へ提出してください。 
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介護予防ケアマネジメントマニュアル 

 

１ 介護予防ケアマネジメントとは 

 

介護保険法第 115条の 45第１項に規定される「第１号介護予防支援事業」であり、 

要支援者及び事業対象者に対して、 

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、

その選択に基づき、対象者の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援

助を行う事業です。 

 

２ 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方 

 

 介護予防ケアマネジメントは、 

①高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ 

②要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする 

 

ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、基本的なケア

マネジメントのプロセスに基づくものです。 

 総合事業のケアマネジメントにおいては、対象者のアセスメントを行い、目標を設定し、達成に向け介

護予防の取組を生活の中に取り入れ、自ら実施、評価できるように支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

●これからの介護予防は、生活上の困りごとを把握した上で、本人の「したい」「できるよう

になりたい」と思う具体的な生活を実現するための取り組みにします。 

 

●一番大切なのは、本人の「したい」「できるようになりたい」生活行為が目標として明確に

設定された介護予防ケアマネジメントです。 

 

●アセスメントでは、より本人にあった目標設定に向けて「興味・関心シート」等を利用し、 

 本人の趣味、社会的活動、生活歴等も聞き取り、「～できない」という課題から「～したい」 

 「～できるようになりたい」という目標に変換させる作業が重要となります。 

 

●本人の意欲・生きがいを引き出し、動機づけを図ることのできる目標を設定しましょう。 

 

●地域資源を把握し、通いの場など、地域の居場所につなぐところまで考えるケママネジメ

ントが期待されています。 

                     

より本人らしいケアプランを 

つくりましょう！！ 
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３ 介護予防ケアマネジメントの概要 

 

介護予防ケアマネジメントは、予防給付の介護予防支援と同様、利用者本人が居住する地域包括支援セ

ンターが実施するものとしますが、地域包括支援センターから指定居宅介護支援事業所に対する委託も可

能です。 

 

介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、 

居宅介護支援事業所が介護予防ケアマネジメントを行う場合も、地域包括支援センターは初回の介護予防

ケアマネジメント実施時には立ち会うよう努めるとともに、地域ケア会議等を活用しつつ、その全てに関

与してください。 

 

 介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、基本チェックリストの結果や周南市版総合事業アセ

スメントシート、利用者の状態、本人の希望するサービス等を踏まえて、以下の３パターンに分けて行い

ます。 

 

類型 サービス種別 プロセス 計画作成者 

ケアマネジメントＡ 

 

 

 

総合事業訪問介護・ 

通所介護 

（現行相当サービス） 

 

介護予防支援と同様の

ケアマネジメント 

地域包括支援センター 

（居宅介護支援事業所へ

委託可） 

ケアマネジメントＢ 

 

自立支援訪問介護・ 

通所介護 

（サービスＡ） 

プロセス等を簡略化し

たケアマネジメント 

※サービス担当者会議

を省略可 

 １年に１回のモニタ

リング 

 
地域包括支援センター 

（原則委託不可※） 
ケアマネジメントＣ 

 

地域支え合い訪問・ 

通所介護（サービスＢ） 

一般介護予防事業等 

初回のみケアマネジメ

ントを実施 

※ケアプランについて

はケアマネジメント

結果として簡略可 

 

※ケアマネジメントＡと予測して委託したが、結果としてケアマネジメントＢ・Ｃになった場合は居宅介

護支援事業所が実施できますが、ケアマネジメントＢについては次回からは地域包括支援センターが実

施します 

 ただし、特別な事情がある場合（例：居宅介護支援事業所が夫婦のケアプラン作成を担当することにな

り、夫はケアマネジメントＡ、妻はケアマネジメントＢとなった場合等）は居宅介護支援事業所が実施

することも可能とします 

 

 

原則的な介護予防 

ケアマネジメント 

簡略化した介護予防 

ケアマネジメント 

初回のみの介護予防 

ケアマネジメント 
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４ 実施の手順 

 

 介護予防ケアマネジメントを開始するに当たっては、利用者が要支援者であること又は、事業対象者と

して周南市に登録されることが必要です。 

 

（１）概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来所者の意向の確認、総合事業、要介護認定等を説明します。 

総合事業の利用希望に対して、要支援認定結果の有無、または基本チェックリストの記入内容

が「事業対象者に該当する基準」に該当するかどうかを確認し、利用者より介護予防ケアマネジ

メント依頼の届出を受けます。 

 

地域包括支援センター等が利用者宅を訪問して運営規定等を説明して同意を得た上で、介護予

防ケアマネジメントを開始します。 

利用者宅を訪問し、利用者及び家族との面談により実施します。興味・関心チェックシートや 

周南市版総合事業アセスメントシートを活用し、利用者の状態像を把握し課題を明らかにします。 

利用者の状況に応じて利用するサービスの選択を支援すると共に、その後の利用者への関わ

りの必要度合いにより、介護予防ケアマネジメントプロセスの類型を決めます。 

 

利用者に交付すると共に、サービス提供者にも交付します。 

 

（1）介護予防ケアマネジメント対象者要件の確認（窓口で実施） 

 

サービス利用開始後の状況、問題、意欲の変化など継続的に把握します。 

利用者及び家族より直接聴取するほか、サービス提供者から状況を聴取します。 

利用者宅への訪問によるモニタリングは、ケアマネジメントＡの場合は、介護予防支援に準

じ、ケアマネジメントＢは１年に１回は実施することとします。 

 

実施期間終了時、ケアプランの目標が達成されたか評価し、ケアマネジメントの類型変更も

含めて、今後の方針を決定します。 

 

（2）介護予防ケアマネジメント利用の手続（以下、利用者宅で実施） 

 

ア．アセスメント（課題分析） 

イ．ケアプラン原案（ケアマネジメントＣの場合はケアマネジメント結果）作成 

ウ．サービス担当者会議（ケアマネジメントＢは省略可、ケアマネジメントＣは除く） 

エ．利用者への説明・同意 

オ．ケアプラン確定・交付（ケアマネジメント結果交付）（利用者、サービス提供者） 

カ．サービス利用開始 

各サービス提供者よりサービスを実施します。 

 
キ．モニタリング（給付管理）（ケアマネジメントＢの一部、ケアマネジメントＣの場合を除く） 

ク．評価（ケアマネジメントＣの場合を除く） 

 

介 

護 

予 
防 

ケ 

ア 

マ 

ネ 

ジ 

メ 

ン 

ト 
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（２）手順のポイント 

 

 

  

アセスメント 

●生活機能低下の

背景・原因及び課

題の分析 

【ポイント】 

○利用者の自宅に訪問して本人との面接による聞き取り等を通じて行います。 

〇より本人にあった目標設定に向けて「興味・関心シート」なども利用して、 

「～できない」という課題から「～したい」「～できるようになる」というような

目標に変換していく作業が必要です。 

○「周南市版総合事業アセスメントシート」を用いて、現在置かれている利用者の

状態像を把握し、課題を明らかにします。 

 

ケアプラン 

原案作成 

●目標、具体策、

利用サービスなど

の決定 

【ポイント】 

○自立支援に向けた目標の設定 

・生活の目標については、自分の目標として意識できるような内容・表現となる 

ように設定します。 

・３～12か月を目途とする生活の目標に対し、３～６か月を目途とする維持・ 

改善すべき課題である「目標」が達成できることを目的に、計画を作成します。 

・利用者自身でも評価できる具体的な目標とします。 

○利用するサービス内容の選択 

・サービス事業の利用のみに限定せず、一般介護予防事業や民間企業の利用も 

積極的に位置づけ、本人の状態や意向に合ったサービスを選択します。 

○ケアマネジメントＣの場合はケアマネジメント結果を作成します。 

 

 

 

 

【帳票】 

●周南市版総合事業アセスメントシート 

●興味・関心チェックシート 

●利用者基本情報 

【帳票】 

●介護予防サービス・支援計画書 

サービス担当者 

会議 

●家族やサービス

提供担当者などと

共通認識 

【ポイント】 

○本人、事業所から目標達成のための意見を促します。 

○サービス事業の終了、移行を意識し期間の設定等共有します。 

○担当者会議後、日々利用者の状態の変化、新たな課題の発生、目標達成等 

状況の変化があった場合の連絡体制づくりを行います。 

○モニタリングの方法等、今後の関わり方などを事前に伝えておきます。 

○ケアマネジメントＢの一部、ケアマネジメントＣは除きます。 

【帳票】 

●介護予防サービス・支援計画書 

●介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録 
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５ 興味・関心チェックシートについて 

  

 興味・関心チェックシートは、対象者の「している」「してみたい」生活行為の状況の把握をするため

に本人等に記入してもらってください。自分の生活行為を思いつかない場合のヒントになります。 

  

【手順】 

（１）現在している生活行為には、その頻度に関係なく「している」の欄に○を記入します。 

 

（２）「していない」項目については、それを「してみたい」か意向を聞きます。してみたいものに 

は「してみたい」の欄に○を記入します。 

 

（３）興味の有無を確認します。している、していない、してみたい、できる、できないに関係なく、 

興味がある場合は「興味がある」の欄に○を記入します。 

 

（４）いずれにも該当しない場合は、「している」の欄に×を記入します。 

 

（５）シートには空欄があり、各地域特有の生活行為や趣味活動など、必要に応じて追記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリングと 

評価 

【ポイント】 

○介護予防支援と同様、３か月に１回及びサービスの評価期間の終了月、利用

者の状況に著しい変化のあった時には、訪問して面接します（ケアマネジメン

トＡ）。ケアマネジメントＢは１年に１回は実施することとします。 

○本人の取組みも含め、サービスが計画的に行われていたか確認します。 

○新たな課題の発生の有無と、再アセスメント、再プランニングの必要性の判

断を行います。 

【帳票】 

●介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録 

●介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表 
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   地域ケア会議とは…地域包括支援センターまたは市町村が主催し、設備・運営する 

            「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護予防ケアマネジメントには地域ケア会議の活用が有効！！】 

                     

●介護予防ケアマネジメントについて、自立支援に向けた具体的な目標の立て方やそれを 

 実現するための支援のあり方について、地域内の多職種の中で個別のケースを検討してい

くことは重要です。 

 

●周南市では、平成 26年度に「地域ケア会議運用マニュアル」を作成し、地域ケア会議を推

進しています。 

 

●本人の自立を支援していくために、リハビリテーション専門職等の参加を得て、地域ケア 

会議により自立支援に向けたケアのあるべき姿を検討することが重要です。 

 

●地域ケア会議の中で、どのようにして本人の自立を支援していくかを考えることは、単に 

 サービスの組み合わせを考えることではなく、一人一人の多様なニーズに応じた支援をする

ために多様な地域資源が必要であることを知ることです。 

 

■地域包括支援センターが主催 

 

・地域包括支援センターが主催 

・個別ケースの支援内容を通じた 

①高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 

②地域支援ネットワークの構築 

③地域課題の把握 

                         などを行う。 

個別ケア会議 

圏域ケア会議 

周南市地域ケア会議 

周南市の地域ケア会議の体系図 

・市が主催 

・市レベルの対策を協議し、

地域づくりや政策形成につ

なぐ 

・地域包括支援センターが

主催 

・圏域内の課題を整理し、

解決方法を多職種で検討 
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６ 報酬 

 

 （１）報酬単価 

    

項目 区分 支払時期 基本報酬 加算 

 
 
 
 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

ケアマネジメントＡ 毎月支払 430単位※ 

（4,390円） 

・初回加算 

300単位（3,063円） 

・小規模多機能型居宅介護事業

所連携加算 

300単位（3,063円） 

ケアマネジメントＢ ・初回 

・年１回のモニタリン 

グ時 

・状態の変化等により 

事業者より情報提供

を受け、関与した時 

・初回加算 

300単位（3,063円） 

・小規模多機能型居宅介護事業

所連携加算 

300単位（3,063円） 

ケアマネジメントＣ 初回のみ ・初回加算 

300単位（3,063円） 

※居宅介護支援事業所に介護予防ケアマネジメントを委託した場合は、地域包括支援センターが行

う業務（給付管理・請求事務・ケアプランチェック等）に伴う事務費（500 円）を差し引いた額

が基本報酬となります 

 

 （２）初回加算 

 

   初回加算は、現行の居宅介護支援、介護予防支援における取扱いに準じます。  

   ア）新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

     （介護予防ケアマネジメントの実施が終了して２か月以上経過した後に、介護予防ケアマネジ

メントを実施する場合） 

 

   イ）要介護者が、要支援認定を受け、あるいは事業対象者として介護予防ケアマネジメントを実

施する場合 

 

    ※要支援者から事業対象者に移行した場合は、初回加算の算定を行うことはできません 

 

 （３）介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

 

   介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者のサービス事業等の利用状況の情報提

供を行うことにより、当該利用者の介護予防小規模多機能型居宅介護における指定介護予防サービ

ス等の利用にかかる計画の作成に協力を行った場合に算定を行うものです。ただし、６か月以内に

当該加算を算定した利用者には算定できません。また、当該加算は、利用者が介護予防小規模多機

能型居宅介護の利用を開始した場合のみ算定することができます。 
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７ 区分支給限度額について 

 

   事業対象者の支給限度額は、要支援１の利用限度額と同じとします。 

総合事業訪問・通所介護（現行相当サービス）において、利用者の状態等により要支援２相当（10,473

単位）のサービス量が必要となる場合は、利用者から市に申請書を提出していただくことになりま

す。 

 

【区分支給限度額の変更ができる場合】 

・退院直後で、集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合 

・心身状況により、要支援２相当と考えられる場合 

  

要支援２ 要支援１ 事業対象者 

10,473単位 5,003単位 5,003単位 

 

  【留意事項】 

・周南市が実施する総合事業のうち、支給限度額の管理の対象となるサービスは、総合事業通所介

護・訪問介護（請求先が国保連）のみです。 

 

 

 

 

８ 介護予防ケアマネジメント費の請求と支払い 

 

（１）予防給付と総合事業を利用した場合 

 

利用者区分 サービス利用パターン例 プランの種類 

ケアマネ

ジメント

の種類 

請求先 

要支援２ 

要支援１ 

予防給付のみ 介護予防支援費  

国保連 予防給付と総合事業の併用 

総合事業のみ ※１ ケアマネジメント費 Ａ 

※２ Ｂ 
周南市 

※３、４ Ｃ 

事業対象者 

総合事業のみ ※１ ケアマネジメント費 Ａ 

周南市 ※２ Ｂ 

※３、４ Ｃ 

※１ 総合事業訪問介護・通所介護      ※３ 地域支え合い訪問介護・通所介護 

※２ 自立支援訪問介護・通所介護      ※４ 一般介護予防事業 
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（２）サービスコード 

   

サービス種別 サービスコード 

訪問型サービス 総合事業訪問介護 

（現行相当サービス） 

Ａ１ 総合事業みなし指定事業者 

Ａ２ 総合事業指定事業者 

自立支援訪問介護 

（サービスＡ） 

（Ａ４）※ 

地域支え合い訪問介護 

（サービスＢ） 

検討中 

通所型サービス 総合事業通所介護 

（現行相当サービス） 

Ａ６ 総合事業みなし指定事業者 

総合事業指定事業者 

自立支援通所介護 

（サービスＡ） 

（Ａ８）※ 

地域支え合い通所介護 

（サービスＢ） 

検討中 

※国保連請求のコードではなく、ケアプラン作成時にサービスを選ぶための周南市独自のコード 

 

 

 

９ 重要事項説明書等の変更について 

 

利用するサービスや有効期間の考え方が変更されるため、介護予防ケアマネジメントの実施を契機に介

護予防支援と介護予防ケアマネジメントの内容を併記した重要事項説明書等への切り替えが必要となり

ます。 

重要事項説明書等の参考様式は後日ホームページにて提示します。 

 

切り替えが 

必要な対象者 

要支援者（平成 29 年４月以降に認定を受けた人）のうち、 

総合事業訪問介護・通所介護、自立支援訪問介護・通所介護のみ利用する人 

事業対象者のうち、 

総合事業訪問介護・通所介護、自立支援訪問介護・通所介護を利用する人 
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１０ 利用者の移行方法と費用 

 

 （１）有効期間満了等による要支援認定申請等による移行 

 

要支援者は、平成 29年４月以降の最初の認定有効期限で総合事業に移行します。 

 

【更新の場合の総合事業への移行について（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護認定等に係る有効期間の見直しについて】 

  総合事業の実施にあたり、更新申請時の要介護認定に係る有効期間が変更します。 

申請区分等 

【現行】 

対象：有効期間の開始日が 

平成 29 年３月 31日以前 

【改正後】 

対象：有効期間の開始日が 

平成 29年４月１日以降 

原則の認定 

有効期間 

認定可能な認定 

有効期間の範囲 

原則の認定 

有効期間 

認定可能な認定 

有効期間の範囲 

新規申請 ６か月 ３か月～12か月 ６か月 ３か月～12か月 

変更申請 ６か月 ３か月～12か月 ６か月 ３か月～12か月 

更
新
申
請 

前回要支援→今回要支援 12か月 ３か月～12か月 12 か月 ３か月～24か月 

前回要支援→今回要介護 ６か月 ３か月～12か月 12 か月 ３か月～24か月 

前回要介護→今回要支援 ６か月 ３か月～12か月 12 か月 ３か月～24か月 

前回要介護→今回要介護 12か月 ３か月～24か月 12 か月 ３か月～24か月 

H29.4.1 H30.2.1 H30.4.1 

（例１） 

現在の認定有効期間 

H28.4.1～H29.3.31 

（例２） 

現在の認定有効期間 

H29.2.1～H30.1.31 

（例３） 

現在の認定有効期間 

H29.3.2～H30.3.31 

H29.4.1 から総合事業へ移行 

H30.2.1から総合事業へ移行 H30.1.31まで予防給付 

H30.3.31まで予防給付 H30.4. 1から総合事業 

●総合事業開始 ●総合事業完全移行 
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（２）基本チェックリスト実施での移行 

 

   有効期間が切れる１か月程度前に実施してください。 

 

  【市提出書類】 

①基本チェックリスト ②介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

※提出後、市が新たな事業対象者用の被保険者証を発行し、郵送します。 

※総合事業は平成 29年４月１日以降から開始になりますので、平成 29年４月１日以前に基本チェ

ックリストを実施した場合は、基本チェックリスト実施日を４月１日としてください。 

※平成 29年４月１日までの間に申請が必要な場合は、現在と同じく要支援認定等申請が必要です。 

 

（３）移行例と費用 

    

 

 

 

 

  ⇒認定結果が要支援２で、有効期間が平成 29年 4月 1日から平成 30年 3 月 31日となった場合 

 

総合事業への移行 費用 

訪問介護：平成 29年 4月 1日 

通所介護：平成 29年 4月 1日 

ケアマネジメント：平成 29年 4月 1日 

総合事業 

総合事業 

総合事業 

 

⇒認定日が 4月中旬になり、かつ結果が要介護１以上となった場合 

 

利用サービス 考え方 費用 

訪問介護 

通所介護 

①総合事業の訪問介護・通所介護が利用できる

のは、要支援認定者・事業対象者のみです。

要介護者は利用できません。 

②認定結果が出る前にサービス利用を開始し

ていた場合、認定結果が要介護１以上であっ

ても、認定結果の出た日以前のサービス事業

利用分のサービスは、総合事業より支給され

ます。 

認定結果が出る前 

    ：総合事業より支給 

認定結果後 

    ：介護給付より支給 

ケアマネジメント 

①給付のルールに準じて、月末の時点で居宅介

護支援を行っている居宅介護支援事業者が

給付管理票を作成して提出し、請求します。 

②支給限度額管理は、地域包括支援センターと

居宅介護支援事業者が連携を取り合って行

ってください。 

介護給付より支給 

 

【例１】Ａさん 85歳(女) 介護度：要支援２  

有効期間：平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

    利用サービス 訪問介護：週１回 通所介護：週１回 
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  ⇒認定結果：要支援１ 有効期間：平成 29年 5月 1日～平成 31年 4月 30 日となった場合 

 

利用サービス 費用 

訪問介護 総合事業 

福祉用具貸与 予防給付 

ケアマネジメント 予防給付 

 

 

⇒認定結果：要介護１ 認定日：6月 1日  

有効期間：平成 29 年 5月 1日～平成 30年 4 月 30日となった場合 

  

考え方 利用サービス 費用(５月１日から５月 31日) 

事業対象者が要介護１以上の認定となったこと

により全額自己負担となることを避けるため、

介護給付の利用を開始するまでの間はサービス

事業によるサービス利用を継続することが可能

です。 

①要介護者として取り扱うのであれば、総合事

業の訪問型サービスは利用できません。 

②事業対象者のまま、取り扱うことが可能です。 

※①か②の選択が可能 

訪問介護 
①：全額自己負担 

②：総合事業より支給 

福祉用具 
①：介護給付より支給 

②：全額自己負担 

ケアマネジメント 
①：介護給付より支給 

②：総合事業より支給 

※６月１日以降は、介護給付より支給 

 

 

 

 

 

 

 

  ⇒認定結果 要支援２ 有効期間：平成 29年 6月 1日～平成 31年 5月 31 日となった場合 

 

総合事業への移行 費用 

通所介護：平成 29年 6月 1日 

ケアマネジメント：平成 29年 6月 1日 

総合事業 

総合事業 

 

 

 

【例２】Ｂさん 76歳(男) 事業対象者 

利用サービス 訪問介護：週２回、福祉用具貸与（５月１日から利用開始) 

※福祉用具貸与希望のため、要支援認定等申請(５月１日) 

【例３】Ｃさん 67歳(女) 介護度：要介護１  

有効期間：平成 28年 6月 1日～平成 29年 5月 31日 

利用サービス 通所介護：週２回 
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⇒認定日が 6月下旬になった場合(要支援２) 

認定日までは暫定プランとして、通所介護を利用した場合 

 

利用サービス 考え方 費用 

通所介護 

表１から、結果が要支援認定で暫定プランと

して介護１の通所で対応したため、給付のみ

と判断し、予防給付より支給されます。 

認定日まで：予防給付 

認定日以降：総合事業 

ケアマネジメント 

給付のルールに準じて、月末の時点で居宅介

護支援を行っている居宅介護支援事業者が

給付管理票を作成して提出し、請求します。 

6月 1日から： 

予防給付より支給 

 

 

表１ 要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係（ガイドライン抜粋） 

 給付のみ 給付と総合事業 総合事業のみ 

非該当・ 

事業 

対象者 

全額 

自己負担 

給付分は全額自己負担 

介護予防ケアマネジメントも含めた事業分

は事業より支給 

介護予防ケアマネジメント

も含めて、事業より支給 

要支援 

認定 

予防給付 

より支給 

介護予防ケアマネジメントを含めた給付分

は予防給付より支給 

事業分は事業より支給 

介護予防ケアマネジメント

も含めて、事業より支給 

要介護 

認定 

介護給付 

より支給 

介護予防ケアマネジメントを含めた給付分

は、介護給付より支給 

事業分は、介護給付サービスの利用を開始す

るまでのサービス提供分は事業により支給 

介護給付サービスの利用を

開始するまでのサービス提

供分は事業により支給 
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興味・関心チェックシート 

 

氏名：               年齢：   歳 性別（男・女）記入日：Ｈ  年  月  日 

 

 表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたい 

ものには「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものに 

は「興味がある」の列に○を付けてください。どれにも該当しないものは「している」の列に×をつ 

けてください。リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば、空欄を利用して記載してください。 

 

生活行為 

し
て
い
る 

し
て
み
た
い 

興
味
が
あ
る 

生活行為 

し
て
い
る 

し
て
み
た
い 

興
味
が
あ
る 

自分でトイレへ行く    生涯学習・歴史    

一人でお風呂に入る    読書    

自分で服を着る    俳句    

自分で食べる    書道・習字    

歯磨きをする    絵を描く・絵手紙    

身だしなみを整える    パソコン・ワープロ    

好きなときに眠る    写真    

掃除・整理整頓    映画・観劇・演奏会    

料理を作る    お茶・お花    

買い物    歌を歌う・カラオケ    

家や庭の手入れ・世話    音楽を聴く・楽器演奏    

洗濯・洗濯物たたみ    将棋・囲碁・ゲーム    

自転車・車の運転    体操・運動    

電車・バスでの外出    散歩    

孫・子供の世話 
   ゴルフ・グラウンドゴルフ・ 

水泳・テニスなどのスポーツ 
   

動物の世話    ダンス・踊り    

友達とおしゃべり・遊ぶ    野球・相撲観戦    

家族・親戚との団らん    競馬・競輪・競艇・パチンコ    

デート・異性との交流    編み物    

居酒屋に行く    針仕事    

ボランティア    畑仕事    

地域活動 

（町内会・老人クラブ） 
   

賃金を伴う仕事 
   

お参り・宗教活動    旅行・温泉    

        

        

（出典）「平成 25年度老人保健健康増進等事業 医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に向

けたリハビリテーションの効果と質に関する評価研究」 

一般社団法人 日本作業療法士協会（2014.3） 
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利用者基本情報 

 

作成担当者： 

《基本情報》                                             

相 談 日 年  月  日（  ） 
来 所・電 話 

その他（      ） 

初 回 

再来（前  /  ） 

本人の現況 在宅・入院又は入所中（                ） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

本人氏名 

  
男・女 M・T・S  年  月  日生（   ）歳 

住  所  

Tel 

 

Fax 

    （   ） 

    

 （   ） 

日常生活 

自立度 

障害高齢者の日常生活自立度 自立・Ｊ１・Ｊ２・Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ１・２  

認知症高齢者の日常生活自立度 自立・Ⅰ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅲａ・Ⅲｂ・Ⅳ・Ｍ 

認定・ 

総合事業 

情報 

非該当・要支１・要支２・要介１・要介２・要介３・要介４・要介５ 

有効期限： 年 月 日～ 年 月 日 （前回の介護度     ） 

基本チェックリスト記入結果：事業対象者の該当あり・事業対象者の該当なし 

基本チェックリスト記入日： 年 月 日 

障害等認定 身障（  ）、療育（  ）、精神（  ）、難病（  ） 

本人の 

住居環境 
自宅・借家・一戸建て・集合住宅・自室の有無（ ）階、住宅改修の有無 

経済状況 国民年金・厚生年金・障害年金・生活保護・・・ 

来 所 者 

(相談者) 

  

家

族

構

成 

家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族関係等の状況 

 

住  所 

連 絡 先 

 

   

 

続

柄 

 

 

緊急連絡先 

氏名 続柄 住所・連絡先 

   

   

   

   

 

  

◎=本人、○=女性、□=男性  

●■=死亡、☆=キーパーソン 

主介護者に「主」 

副介護者に「副」 

（同居家族は○で囲む） 

 

表 
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《介護予防に関する事項》 

今までの生活 

 

 

現在の生活

状況（どんな

暮らしを送

っているか） 

１日の生活・すごし方 趣味・楽しみ・特技 

 

 

 

 

 

 

 
時間 本人 介護者・家族 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人・地域との関係 

 

 

《現病歴・既往歴と経過》（新しいものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く） 

年月日 病名 
医療機関・医師名 

（主治医・意見作成者に☆） 
経過 治療中の場合は内容 

 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

 

 

《現在利用しているサービス》 

公的サービス 非公的サービス 

 

 

 

 

 

 

 

  

 地域包括支援センターが行う事業の実施に当たり、利用者の状況を把握する必要があるときは、基

本チェックリスト記入内容、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結

果・意見、及び主治医意見書と同様に、利用者基本情報、アセスメントシートを、居宅介護支援事業

者、居宅サービス事業者、総合事業におけるサービス事業等実施者、介護保険施設、主治医その他本

事業の実施に必要な範囲で関係する者に提示することに同意します。 

                                                  

平成  年  月  日  氏名              印 

裏 
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事業対象者の区分支給限度額変更申請書 

 

周南市長 様 

年  月  日 

 

市が実施する介護予防・生活支援サービス事業の利用において、下記のとおり 

区分支給限度額を変更したいので申請します。 

 

ふりがな  

性別 男 ・ 女 
氏  名               ㊞ 

生年月日 明治・大正・昭和   年   月   日 （   歳） 

住  所 周南市 

被保険者番号  

変更理由 

１． 退院直後で集中的にサービス利用をすることが自立支援

につながると考えられるため。 

２． 心身状況により、要支援２相当と考えられるため。 

変更期間 プラン作成日から  ヶ月間 

担当地域包括

支援センター 
 

担当居宅介護

支援事業所 
 

担当者  

添付資料 

１． 利用者基本情報の写し 

２． 要支援２相当と確認できる資料 

３． ケアプラン原案の写し 

 

＊変更理由１の場合、１及び３の添付資料が必要 

＊変更理由２の場合、２及び３の添付資料が必要 
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年  月  日 

 

 様 

 

周南市長  木 村 健 一 郎  印 

 

 

事業対象者の区分支給限度額変更（ 決定・却下 ）通知書 

 

 

 平成  年  月  日付で申請のありました事業対象者の区分支給限度額の変更 

につきまして、下記のとおり利用を（ 決定・却下 ）しましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 決定 

氏  名   

生年月日 明治・大正・昭和   年   月   日 （   歳） 

住  所 周南市 

被保険者番号   

変更内容 区分支給限度額を 10,473 単位とする 

変更期間 プラン作成日から ヶ月間 

 

２ 却下 

  （却下理由） 

 

 


